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川崎市上下水道局給水用器材審議委員会設置要綱 

（平成１８年３月２８日１７川水工管第３４３号） 

 （目的及び設置） 

第１条 川崎市水道条例（昭和３３年川崎市条例第１８号）第６条第１項及び

川崎市工業用水道条例（昭和３１年川崎市条例第１０号）第１２条第１項の

規定による指定を適正に行うため、川崎市上下水道局給水用器材審議委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１）指定給水用器材 川崎市水道条例施行規程（平成２２年川崎市水道局規

程第１号）第１３条第１項に規定する指定の範囲において用いる給水管及

び給水用具並びにその附属用具をいう。 

（２）工業用水道指定給水用器材 川崎市工業用水道条例施行規程（平成２２

年川崎市水道局規程第５０号）第１２条第１項に規定する指定の範囲にお

いて用いる給水管及び給水用具並びにその附属用具をいう。 

 （所掌事務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項について審議を行うものとする。 

（１）指定給水用器材及び工業用水道指定給水用器材の構造及び材質の指定に

関すること。 

（２）その他上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が必要と認めた

事項に関すること。 

 （組織） 

第４条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

（１）委員長は、水道部長をもって充てる。 

（２）委員は、給水装置課長、水道管理課の危機管理・調整担当の担当課長、
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水道計画課長、水道管路課長及び工業用水課長をもって充てる。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうち、あら

かじめ委員長が指名した者が、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。 

２ 委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことはできない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。 

 （関係者の出席）  

第６条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説

明又は意見を聴くことができる。 

 （部会） 

第７条 委員会は、第３条各号に掲げる事項を調査審議させ、及び報告させる

ために部会を置くことができる。 

２ 部会長及び部会に属する委員は、第３条各号に掲げる事項に関係する職員

の中から委員長が指名する。 

 （報告） 

第８条 第３条各号に掲げる事項の審議結果は、速やかに管理者に報告しなけ

ればならない。 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、給水装置課において処理する。 

 （委任）  

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な

事項は、委員長が定める。 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 （川崎市水道局給・配水用器材等審査委員会取扱要綱の廃止） 

２ 川崎市水道局給・配水用器材等審査委員会取扱要綱（昭和５２年３月１日

５２川水業給第３８号）は、廃止する。 

 （川崎市水道局給・配水用器材等審査委員会取扱要領の廃止） 

３ 川崎市水道局給・配水用器材等審査委員会取扱要領（昭和５２年３月１日

５２川水業給第３８号）は、廃止する。 

   附 則（平成１９年３月２９日１８川水工管第４８４号） 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年３月３１日１９川水工計第６００号） 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年３月３１日２０川水工計第１１７６号） 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年３月３１日２１川水工計第１３５８号） 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年３月３１日２２川上水計第１５２５号） 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年３月３０日２３川上水計第１７８８号） 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年３月２９日２４川上水計第１７５１号） 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年３月３１日２６川上水計第２０４７号） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年３月３１日２７川上水設第９４４号） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２９年３月３１日２８川上水路第６６２号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（指定給水用器材及び工業用水道指定給水用器材の構造及び材質の確認に関

する要綱の廃止） 

２ 指定給水用器材及び工業用水道指定給水用器材の構造及び材質の確認に関

する要綱（平成２２年３月３１日２１川水工管第５５１号）は、廃止する。 

附 則（平成３１年３月４日３０川上水路第７２５号） 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年７月３１日５川上サ給第４５１号） 

 この要綱は、令和５年８月１日から施行する。 

 

 

 


